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転得者証明書発行申請



１ 転得者証明書発行申請の概要

保険対象住宅が住宅所有者から第三者（転得者）に譲渡される場合であって、被保険者（住宅
事業者）が「転売に関する特約」（以下「転売特約」といいます。）による補償を受けることを
希望するときは、被保険者が住宅あんしん保証に対して転得者の通知をする必要があります。

＞転得者証明書発行申請の基本的な流れは、次のとおりです（再譲渡時も同様です）。

● 転売特約の内容については、「あんしん住宅延長瑕疵保険 契約内容のご案内追補版」をご覧ください。

転売特約の付帯状況の確認

転売特約が付帯されていない場合転売特約が付帯されている場合

転得者証明書発行申請

契約内容変更通知

転得者証明書発行申請

Ａ Ｂ手続き をご参照ください。

（５ページ）

手続き をご参照ください。

（６ページ）
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【ご注意】
被保険者（住宅事業者）が
承諾した場合に限り、転売
特約を付帯することができ
ます。
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保険証券または保険付保証明書の特約欄に、転売特約の特約コードが記載されていれば、転売特約
が付帯されています。なお、延長瑕疵保険では戸建住宅のみに転売特約が付帯可能です。

■ 転売特約の特約コード ： 31 （延長瑕疵保険の場合の数字です。）

保険証券の例

印

２ 転売特約の付帯状況の確認方法

【ご注意】
①転売特約は、中途付帯をすることができます。転売特約が付帯
されていない場合は、転得者証明書発行申請と併せて転売特約
を付帯するための契約内容変更通知をしてください。

②特約が付帯されただけでは転得者に対する保証は開始されません。
転得者が決まり次第、必ず転得者証書発行申請の手続きを行って
ください。
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Ａ 転売特約が既に付帯されている場合（保険証券または保険付保証明書の特約欄に「31」が記載され
ている場合）の転得者証明書発行申請手続きは、以下のとおりです。

（２）転得者証明書発行申請時の必要書類
転得者証明書発行申請をする際に、次の書類を提出してください。
・ あんしん住宅延長瑕疵保険 転得者証明書発行申請書（事業者が記入）(記入例 ⇒10ページ)

３ 転得者証明書発行申請手続き①

（１）フロー

住宅あんしん保証住宅事業者（被保険者）住宅所有者転得者

転得者証明書発行申請書

転得者証明書・保証書
メール送信

受領（保管）

提出 受理

発行交付

転得者証明書発行申請書

・転得者証明書(PDF)
・保証書(PDF)

・転得者証明書
・保証書



住宅あんしん保証住宅事業者（被保険者）住宅所有者転得者
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Ｂ 転売特約が付帯されていない場合（保険証券または保険付保証明書の特約欄に「31」が記載されて
いない場合）の契約内容変更通知および転得者証明書発行申請の手続きは、以下のとおりです。

４ 転得者証明書発行申請手続き②

（１）フロー

保険付保証明書 保険付保証明書

返送 受領

①転得者証明書
発行申請書

②契約内容変更通知

提出

①転得者証明書
発行申請書

②契約内容変更通知

受理

再発行

①保険証券
②保険付保証明書

発行

転得者証明書・保証書
メール送信

受領（保管）

①保険証券
②保険付保証明書

交付

・転得者証明書(PDF)
・保証書(PDF)

受領（保管）

※ ※

※延長瑕疵保険契約の住宅所有者名義となります。

・転得者証明書
・保証書



（２）必要書類
転得者証明書発行申請および契約内容変更通知の際に、次の書類を提出してください。
① 転得者証明書発行申請書 (記入例 ⇒ 10ページ)
② 申込取下届兼契約内容変更通知書 (記入例 ⇒ 11ページ)
③ 発行済みの保険証券・保険付保証明書の原本
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様式記入例
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事業者（被保険者）

京橋中央建設
住宅所有者

鈴木太郎
転得者

安心花子
延長保証
契約

住宅あんしん保証

様式記入例の設定事例

延長瑕疵保険契約が付された鈴木太郎が所有する住宅を安心花子に売却する。

売買契約

あんしん住宅
延長瑕疵保険

契約

③ 転得者証明書および保証書の交付（PDF可）

①
転得者証明
書発行申請

②
転得者証明書・
保証書のPDFを送付
（メールのみ）



10

転得者名

あんしん住宅延長瑕疵保険 転得者証明書発行申請書 見本

申請書記入日

押印（法人の場合は法人印）

はじめて登録されるメールアドレ
スの場合は、送達確認が必要と
なります。
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あんしん住宅延長瑕疵保険契約申込取下届 兼 契約内容変更通知書 見本

特約付帯の旨を記載ください

変更通知書記入日


